
【事業の目的】
効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の

適正化を進める医療機関に対し、経費相当分の給付金を支給するもの。
（令和6年12月17日に成立した国の令和6年度補正予算事業）

【支給要件等】
令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数（一般病床、療養病床及

び精神病床）の削減を行う病院又は診療所に対し、1床当たり4,104千円を支給。

【本県の状況】
（１）国からの第1次内示額

410,400千円（100床）
※ 本県要望：3,332,448千円（812床）

（２）本県の配分状況
国から示された第1次内示配分額の算定方法の考え方に基づき配分額を決定し、

該当する医療機関へ内示を行った。
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一般 療養 精神 配分病床数 配分額 備考

46床 0床 26床 72床 295,488千円
仙台区域 56床
石巻・登米・気仙沼区域 16床

【宮城県における配分一覧】


